
 
 

 

一 

 
 

 

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
歯
科
医
師
」
の
下
に
「
、
薬
剤
師
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
五
条
の
三 

各
議
院
の
委
員
長
又
は
両
議
院
の
合
同
審
査
会
の
会
長
は
、
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
中
の
撮
影
及
び
録
音
に
つ

い
て
許
可
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
証
人
が
公
務
員
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
人
権
の
保
護
に
特
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

業
務
上
の
秘
密
に
係
る
証
言
拒
絶
の
対
象
者
に
薬
剤
師
を
含
め
る
と
と
も
に
、
委
員
会
又
は
両
議
院
の
合
同
審
査
会
に
お
け

る
証
人
に
対
す
る
尋
問
中
の
撮
影
を
許
可
で
き
る
よ
う
に
し
、
あ
わ
せ
て
証
人
が
公
務
員
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
そ
の
人
権

の
保
護
に
特
に
配
慮
す
る
等
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


